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※１　国有財産関東地方審議会：国有財産法に基づき関東財務局に設置される国有財産の管理や処分に関する諮問機関。
※２　学校改修に係る施工：Ｒ２から行う設計等の進捗により、施工開始時期は変動します。

主な議会関連事項（以下の事項について議決が必要です。）
　①事業予算（債務負担行為）　…　令和２年９月議会
　②事業契約　　　　　　　　　…　令和３年６月議会
　③建設用地の買入れ・予算　　…　令和４年３月議会　　　※その他、学校改修に係る工事契約等での議決が想定されます。

新学校給食共同調理場に係る全体スケジュール（現時点での想定）
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（11ヶ月）

実施方針（7月）、特定事業の選定（8月）

入札公告（10月）、事業者選定（R3.3月）

契約（R3.6月）
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令和２年６月12日
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教育部 学校給食課

実施方針の公表から供用開始まで最短で３年２か月程度必要（現時点での想定）
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基本設計 → 実施設計（委託）

施工 ※２

市ホームページ掲載 等

市民説明会

①8/30（日）午後2時～＠女性総合センター・アイムホール

②9/2 （水）午後7時～＠たましんリスルホール・小ホール

①事業予算（債務負担行為） ②事業契約 ③建設用地の買入れ・予算
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現時点では開催時期未定


